
令
和
二
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日

一

大
分
県
報
号
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規
則
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令

和

二

年

号

外

　

　

一

月

十

四

日
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四

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
一
号

　
　
　
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
規
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（
令
和
元
年
大
分
県
条
例
第
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分

県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
（
以
下
「
河
川
係
留
施
設
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
の
申
請
等
）

第 

二
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
河
川
係
留
施
設
の
利
用
の
許
可
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

利
用
の
許
可　

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）

　

二 　

利
用
の
許
可
を
受
け
た
事
項
の
変
更　

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
許
可
変

更
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）

２ 　

知
事
は
、
前
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
係
留
許
可
証
（
第
三
号
様
式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の

二

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

と
す
る
。

３ 　

前
項
の
係
留
許
可
証
は
、
利
用
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
の
船
外
か
ら
確
認
で
き
る
位
置
に
貼
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
利
用
の
中
止
の
届
出
）

第 

三
条　

利
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
中
止
届
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
、
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
河
川
係
留
施
設
の
損
傷
等
の
届
出
）

第 

四
条　

利
用
者
は
、
河
川
係
留
施
設
の
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を

知
事
に
届
け
出
て
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
免
責
）

第 

五
条　

県
は
、
台
風
、
地
震
、
津
波
等
の
天
災
地
変
、
第
三
者
の
行
為
そ
の
他
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
、
利
用
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
に
生
じ
た
損
害
又
は
利
用
者
若
し
く
は
利
用

を
許
可
し
た
船
舶
の
同
乗
者
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
賠
償
の
責
任
を

負
わ
な
い
。

　

（
使
用
料
の
不
還
付
）

第 
六
条　

既
に
納
入
し
た
条
例
第
十
条
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
行
為
の
禁
止
）

第 
七
条　

河
川
係
留
施
設
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

一　

河
川
係
留
施
設
の
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

　

二　

河
川
係
留
施
設
に
船
舶
、
ご
み
、
汚
物
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
を
捨
て
、
又
は
放
置
す
る
こ
と
。

　

三 　

め
い
て
い
し
、
若
し
く
は
大
声
を
発
す
る
等
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行

為

　

四　

そ
の
他
知
事
が
河
川
係
留
施
設
の
管
理
上
必
要
と
認
め
て
禁
止
す
る
行
為

　

（
委
任
）

第 
八
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
河
川
係
留
施
設
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



令
和
二
年
一
月
十
四
日

二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
許
可
申
請
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

申
請
者

住
所

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

印

電
話

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

下
記
の
と
お
り
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
を
利
用
し
た
い
の
で
、
大
分
県
河
川

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
し
ま
す
。

記

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
及
び
船
舶
管
理
責
任
者
の
氏
名
）

所
有
者
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

電
話
番
号

所
有
形
態

１
個
人
所
有

２
法
人
所
有

３
共
同
所
有

係
留
施
設
名

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設

利
用
期
間

年
月

日
～

年
月

日

船
舶

名
船
舶
の
長
さ

船
舶
の
幅

船
舶

番
号

注
１

所
有
形
態
欄
は
、
該
当
す
る
数
字
を
○
で
囲
む
こ
と
。

２
共
同
所
有
の
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
が
申
請
者
と
な
り
、
別
に
共
同
所
有
者
名
簿
を
提
出

す
る
こ
と
。

３
添
付
書
類

（
１
）
船
舶
検
査
証
書
又
は
漁
船
登
録
票
の
写
し

（
２
）
船
舶
検
査
手
帳
の
写
し

（
３
）
船
舶
の
全
体
写
真

大
分
県
収
入
証
紙
貼
付
欄

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
許
可
変
更
申
請
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

申
請
者

住
所

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

印

電
話

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

下
記
の
と
お
り
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
利
用
の
許
可
事
項
を
変
更
し
た
い

の
で
、
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

許
可
番
号

変更
変
更
前

の内容
変
更
後

変
更
理
由

注
変
更
の
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。



令
和
二
年
一
月
十
四
日

三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
４
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
中
止
届

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

申
請
者

住
所

（
ふ
り
が
な
）

氏
名

印

電
話

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

下
記
の
と
お
り
大
分
県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
の
利
用
を
中
止
し
た
い
の
で
、
大
分

県
河
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
係
留
施
設
利
用
規
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

許
可
番
号

中
止
の
日

年
月

日

中
止
理
由

第
３
号
様
式
（

第
２

条
関

係
）

注
１
　
様
式
は
縦
１
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
１
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
楕
円
形
と
す
る
。

 
 
２
　
地
色
は
、
年
度
ご
と
に
定
め
る
色
と
す
る
。

令
和

年
月

日
ま
で

第
号

大
分
県



令
和
二
年
一
月
十
四
日

四

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
二
号

　
　
　
大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

別
表
中

「

事
務
の
名
称

手
数
料
の
名
称

備　
　
　

考

」
を

「

公
の
施
設
又
は
事
務
の
名
称

使
用
料
又
は
手
数
料
の
名
称

備　
　
　

考

」
に
改
め
る
。

中
江
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト

等
係
留
施
設

河
川
係
留
施
設
使
用
料

中
川
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等

係
留
施
設

河
川
係
留
施
設
使
用
料

　

第
二
号
様
式
中

「

性　
　
　
　
　
　
　
別

男　
　
　
・　
　
　
女

」
を

証
紙
売
り
さ
ば
き
場
所

「

証
紙
売
り
さ
ば
き
場
所

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。


